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第３章 安曇野市地域公共交通総合連携計画 

 

第 1 節 地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針 

１．安曇野市地域公共交通総合連携計画に求められる役割 

（１） 背景 

安曇野市は、平成 17 年 10 月 1 日に、安曇野地域の 5 町村が合併して誕生した人口

約 10 万人、面積約 332 平方キロの田園都市です。当地域では、一部の路線を除いて、

民間路線バスが廃止されており、旧町村においては独自に交通施策を行っていましたが、

連携がとれていなかったり、利用者が低迷するなどの実態があり、地域間の交流や連携

を推進し、安全で快適な地域づくりを目指すうえで、各地域内の運行にとどまる交通体

系を再構築し、新たな公共交通システムを確立することは合併前からの重要かつ早急に

解決すべき課題となっていました。 

平成 18 年 7 月から国土交通省と連携し、各地域の住民意向を十分に反映した新たな

公共交通システムの実現を目指した検討会を設け、検討を重ね、平成 19 年 9 月 10 日

から全市的な新公共交通システムによる試行運行を開始しながら、安曇野市地域公共交

通総合連携計画策定のための調査検討を実施してきました。 

 

（２） 基本的な考え方 

 

○生活交通の確保、充実を図ることにより、安曇野地域の活性化、 

より良いまちづくりに貢献する。 

 

安曇野市地域公共交通総合連携計画については、平成 18 年から行ってきた、調査・

検討の経緯を踏まえ、旧町村の歴史、地理的特性、住民移動傾向や、観光資源に恵まれ

た当該地域への来客者の意向を留意しつつ、サービスレベルが高く、効率的な地域公共

交通の実現を図るため、先の方針に則って計画を実行します。 

 

（３） 安曇野市新公共交通システムについて 

安曇野市における今までの交通体系を利用者利便の視点から、堀金地域で運行してい

た「うららカー」の仕組みを中心に再構築し、車を運転しない高齢者を中心に通院・買

物等への自由な移動を確保する電話予約によるデマンド型交通と、朝夕の通勤・通学の

ため電車運行時刻と連携し、基本ルートを設定した運行を組み合わせた、『安曇野市新公

共交通システム「あづみん」』の運行を試験的に実施しました。 

平成 19 年 10 月から、運行状況や、利用者評価（利用人数、意向など）を把握・分

析することに努め、「長野県安曇野市地域における公共交通システム構築のための協議

会」や、｢安曇野市地域公共交通会議｣等にて、検討を重ねてきました。 

今後の安曇野市地域公共交通総合連携計画の実行に向けて、「安曇野市地域公共交通協

議会」を中心として更に協議を進め、地域一体となった実行体制にて取り組む予定です。 
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２． 地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針 

（１） 基本方針 

 安曇野市の地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するた

め、以下を基本的な方針とします。 

 

○ 生活交通の確保、充実を行うことで、地域間の連携や一体感を醸成し、

地域の活性化に寄与する。 

○ 市民の意向を十分に把握、反映させ、サービスを向上させつつ愛され

て利用されるよう努める。 

○ 観光資源を生かし、観光客に満足感を与えるとともに、安曇野地域の

振興に貢献する。 

○ 市民や行政をはじめ、関連する団体、企業が連携し、地域が一体とな

り総合的に施策の実行にあたる。 

 

 

（２） 基本認識 

  安曇野市地域公共交通総合連携計画については、以下の認識に基づき運営、施策の実施、

検討を行います。 

・新公共交通システム「あづみん」による、交通空白地域の解消、病院、商店等への

アクセスや、市民生活の質的向上、観光客や市民の公共交通の利便性に対する満足

度の向上のため、実証運行を行いながら、更なる利用促進活動の実施、利便性の向

上についての検討を行い、利用しやすい公共交通を目指します。 

 

・既存の公共交通の利用促進や、脱石油型の公共交通システムの構築などを含め、各

地域の特色を生かしつつ、市としてふさわしい更なるまちづくりや、安曇野らしさ

を前面に打ち出した観光とも連携しながら、さまざまな課題について総合的、一体

的、効率的に検討し、改善や施策の実行を行っていきます。 

 

（３） 改善実行計画の基本的な考え方 

 「安曇野市地域公共交通協議会」や「安曇野市地域公共交通協議会幹事会」を課題改

善の検討の場として設け、以下の基本的な考え方により改善を図ることとします 

 ・自治体をはじめ、運行事業者、関連団体、住民とともに課題の共通認識の下、地域

が一体となって計画を進めます。 

 ・モデル的、試行的にできることから改善に取り組みます。 

・魅力ある観光地を目指し、観光に携わる関係者とともに、様々な課題についても共

通認識し施策の実行にあたります。 
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３． 公共交通サービスの整備方針と方向性 

 

（１） 安曇野市新公共交通システム「あづみん」（デマンド型交通システム）の運行 

① 整備方針 

住民意向に基づき、市全域間の移動をドア・ツー・ドア、ドア・ツー・ポイント

で円滑に実施できる交通システムを維持し、地域と行政が協働で、サービスレベル

の向上と効率的な生活交通として定着を図り、発展させます。 

 併せて、学生の帰宅支援サービスを安心・安全の確保策として維持、拡張するこ

とについて検討を行います。 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会や、予約管理の主体である安曇野市社会福祉協議会

を含め、自治体、交通事業者で組織する運行委員会においてサービスの改善、PR

活動を推進し、本システムのサービス維持・向上、及び住民への定着を進めます。 

・利用者からの適正な受益者負担を得ることを基本とし、国や、県、安曇野市等か

らの適正な財政負担において運営します。 

・安曇野市地域公共交通協議会や運行委員会において、「あづみん」の活用による

地域活性化やまちづくりに寄与できる施策について検討します。 

 

（２） 安曇野市新公共交通システム「あづみん」（基本ルートを設定した区域運行）の運行 

① 整備方針 

朝、夕に利用する、「通勤･通学者の交通手段」の確保のために、「穂高駅～明科

駅」・「豊科駅～田沢駅」・「明科駅～白坂口」間において、基本ルート設定による運

行を地域と行政が協働で、サービスレベルの向上と効率的な生活交通として定着を

図り、発展させます。 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会や、安曇野市社会福祉協議会を含め、自治体、交通

事業者で組織する運行委員会においてサービスの改善、PR 活動を推進し、本シ

ステムのサービス維持・向上、及び住民への定着を進めます。 

・学生の安心、安全及び教育環境の整備の観点から、教育関係者を交えて安曇野市

地域公共交通協議会において、サービスの向上、あり方について検討します。 

・利用者からの適正な受益者負担を得ることを基本とし、国や県、安曇野市等から

の適正な財政負担において運営します。 

 

（３） 観光と連携した交通システムの構築 

① 整備方針 

安曇野市地域公共交通協議会の幹事会や部会を中心に、安曇野地域の観光地として

の魅力向上に寄与する交通や、サービスのあり方を検討し、試験的な施策に取り組

みます。 
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② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会の幹事会や部会を中心として、観光施策の実行と連

携した、交通サービスの情報発信方法の検討と施策を実行します。 

・ パークアンドライドの設置や、観光関係者との連携を進め、観光交通サービスを

試験的、モデル的に実行します。 

 

（４） 脱石油型の交通システムの構築 

① 整備方針 

・温暖化や自然エネルギーの枯渇など社会を取り巻く状況が大変厳しくなる状況に

おいて、自然エネルギーや、バイオマスエネルギー等の活用の検討とモデル的施

策を実施します。 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会や幹事会、部会において、他の機関と連携しながら

情報収集を行い、先進地等各種調査や実施に関する研究を行います。 

・自然エネルギーや、バイオマスエネルギーを活用したモデル的な施策の検討を進

めます。 

 

 

第 2 節 地域公共交通総合連携計画の区域 

 

安曇野市地域公共交通総合連携計画の区域は、安曇野市全域（豊科地域 穂高地域 三郷地域 

堀金地域 明科地域）とします。    

 

 

 

第３節 地域公共交通総合連携計画の目標 

 

安曇野市地域公共交通総合連携計画の目標は、基本方針に基づき、概ね 10 年で実現する目標を

設定します。 

（１） 安曇野市新公共交通システム「あづみん」（デマンド型・基本ルートを設定した区域運行） 

● 地域住民の生活を支える交通手段として確立し、交通ネットワークとして定

着、確立するため、特に平成 20 年度から 3 年間は実証運行を行います。 

  利用者サービスの増加、満足度の向上を図り、愛される交通システムを目指すため、

運行ルート、運行方式、料金など、住民意向を把握した上で改善を行います。 

 

① 具体的な数値目標 

・1 日平均利用者数４２０人 

・年間利用者数 4２0 人×24５日＝１０２，９００人 



 

61 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会において、利用状況の把握、分析を行い、より的確

な改善を図ります。 

・関係者の PR 活動により、利用の推進や、新公共交通システムに関する理解を進

めます。 

・ 自治体等が実施する諸施策と連携し、学童から高齢者まで幅広く利用される施策展開を

図ります。 

 

 

（２） 既存公共交通の利用促進 

● 既存運行事業者と連携し、現在運行している公共交通の利用を促進します。 

 既存運行事業者等と連携し、サービス内容の検討を行い、既存公共交通の利用を促進

します。 

 

① 具体的な目標 

・既存利用者数の増加を図ります。 

・施設や、駐車場、パークアンドライドなどの整備を進めます。 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会、幹事会、部会において問題点を洗い出し、利便性

向上の検討を進めながら、関係者との連携を図り利用を促進し、必要な整備をす

すめます。 

 

 

（３） 観光振興に寄与する公共交通システムの構築 

● 観光施策と連携し、観光地安曇野らしい情報発信を行いながら、観光振興に

寄与する公共交通システムを目指します。 

 安曇野市地域公共交通協議会や幹事会、部会を主体に、関係者と連携しサービスの検

討を行い、観光施策からより効果の高い公共交通システムの検討、モデルケースの検証

を行います。 

 

① 具体的な目標 

・当面、現状の観光周遊バスを運行しながら、観光施策と連携した公共交通モデル

施策の検討を行います。 

・駐車場や、パークアンドライドなどの整備を進めます。 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会や幹事会、部会において現状の観光周遊バスなどの

運行状況を検証しながら、市民生活や、観光振興に寄与するより効果の高い公共

交通システムの運行を目指します。 
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・観光客の状況や観光施策の実態を調査しながら、的確なターゲットを定め、観光

等の情報とも連度させた、公共交通サービスに関する情報提供を行います。 

・関係者の施策の連携性、親和性を十分に検討し、観光客の増加につながる施策の

あり方について、共通認識を醸成します。 

 

 

 

（４） 脱石油型の交通システムの構築 

●自然エネルギー、バイオマスエネルギーを活用した交通手段について検討し、

バイオデイーゼル燃料の活用などを推進します。 

安曇野市地域公共交通協議会や幹事会、部会を主体に、調査研究を行い、自然に配慮し

た公共交通システムのモデル的な施策の検討を行います。 

 

① 具体的な目標 

・自然エネルギー、バイオマスエネルギー活用の検討とモデル的施策を実施します。 

② 方向性 

・安曇野市地域公共交通協議会や幹事会、部会において、他の機関と連携しながら

自然エネルギーや、バイオマスエネルギーを活用したモデル的な施策の調査研究

を行い、ＢＤＦ事業を進めます。 
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第４節 目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 

 １．安曇野市全域における乗合タクシー「あづみん」の運行 

（１） 事業の概要 

      住民意向に基づき、市全域間の移動をドア・ツー・ドア、ドア・ツー・ポイントで円滑

に実施できるサービス、夜間の帰宅支援サービス、学生及び通勤者の交通手段確保のため

の、「穂高駅～明科駅」「豊科駅～田沢駅」｢明科駅～白坂口｣における基本ルートを設定し

た区域運行サービスの本格運行を目指します。 

   

安曇野市地域公共交通総合連携計画「あづみん」実証運行概要(運行日は平日）

【エリア】

豊科駅～堀金地域

【予約】

必要

（予約方法：電話、インターネット）

【主な利用目的】

高校生 帰宅用

【エリア】

安曇野市全域

（一部運行できない地域もあります）

※料金：1乗車 （乗り継ぎ時も同

額）

・大人（中学生以上） 300円

・小学生 100円

・障害者(手帳提示) 100円

・未就学児 無 料

・大人用11回3,000円(割引回数券)

【予約】

必要 （予約方法：電話）

【主な利用目的】

通院・買物等市内移動

【エリア】

穂高駅～明科駅

豊科駅～田沢駅

明科駅～白坂口(夕方のみ）

※料金：1乗車

・大人 200円

・小中高校生 100円

・障害者(手帳提示） 100円

・未就学児 無 料

・通勤用定期券(駐車場付） 1月4,000円

・通学用定期券 1月2,000円

【予約】

不要

【主な利用目的】

長野方面 通勤・通学用

ナイトラインデマンド交通基本ルート設定

デマンド交通 ８：００～ １７：００
基本ﾙｰﾄ設定
６：４０頃～

基本ﾙｰﾄ設定
１７：３０頃～

ナイトライン
１７：３０頃～

６：３５
▼

２０：３０
▼

１２：００
▼

 

実証運行における車両配置イメージ

三郷

堀金

明科

豊科

 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

穂高

車両標記凡例

:大型車両

 :小、中型車両

応援車両の
担当エリア

共通エリア

 

図．実証運行における配車イメージ 
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① 安曇野市新公共交通システム「あづみん」（デマンド型）の運行 

 ■受付・配車・予約イメージ

今日の（前日でも可）１０時の便で

自宅から○○地域の▲▲商店まで

予約します。

利 用 者
電話で予約

７１－１２３３

＜予約電話番号＞ ○○さんですね。

今日の １０時の

便予約受け付け

まし た 。 ×× で

待っててください。

受付係 対応

受付センター

受付・配車・予約イメージ

受付 配車イメージ

豊科地域デマンド車両

穂高地域デマンド車両

三郷地域デマンド車両

堀金地域デマンド車両

明科地域デマンド車両

●利用者は原則事前登録が必要となります。 （事前登録受付中）

予約内容により必要車両を手配電話予約

乗継ポイント

（豊科）

乗車場所

出発地

出発地へ

出発地へ目的地、乗継ポイントへ

【公共交通システム予約イメージ】

 

図．受付・配車・予約イメージ 

 

■移動イメージ

右記時刻表を参照他地域の
時刻表を参照

＋
乗換

穂高

堀金

明科

豊科

15：0015：00

16：0016：00

14：0014：00

11：0011：00

帰り行き

12：0012：00

10：0010：00

9：009：00

8：00

共通エリア行き

豊科地域のデマンド運行イメージ（移動動線）

三郷

料金： １乗車分 １乗車分

域内

豊科地域内への
移動にご利用できます

８：００

 

図．豊科地域の移動イメージ 
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穂高

堀金

15：0015：00

16：0016：00

14：0014：00

11：0011：00

帰り行き

12：0012：00

10：0010：00

9：009：00

8：008：00

共通エリア行き

穂高地域のデマンド運行イメージ（移動動線）

右記時刻表を参照他地域の
時刻表を参照

＋
乗換

三郷

明科

豊科

料金： １乗車分 １乗車分

域内

域外

穂高地域内と豊科共通エリアへの
移動にご利用できます

域外

 

図．穂高地域の移動イメージ 

 

穂高

堀金

三郷

明科

15：0015：00

16：0016：00

14：0014：00

11：0011：00

帰り行き

12：0012：00

10：0010：00

9：009：00

8：008：00

共通エリア行き

三郷地域のデマンド運行イメージ（移動動線）

右記時刻表を参照他地域の
時刻表を参照

＋
乗換

豊科

料金： １乗車分 １乗車分

域内

域外

三郷地域内と豊科共通エリアへの
移動にご利用できます

 

図．三郷地域の移動イメージ 
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穂高

堀金

三郷

明科

ナイトライン運行

豊科駅発
午後 5時23分
午後 5時50分
午後 6時09分
午後 6時39分
午後 7時33分
午後 7時52分
午後 8時28分
午後 8時41分

堀金地域のデマンド運行イメージ（移動動線）

右記時刻表を参照他地域の
時刻表を参照

＋
乗換

15：0015：00

15：3015：30

16：0016：00

12：3012：30

14：0014：00

14：3014：30

11：0011：00

11：3011：30

16：3016：30

帰り行き

12：0012：00

10：3010：30

10：0010：00

9：309：30

9：009：00

8：308：30

8：00

共通エリア行き

豊科

料金： １乗車分 １乗車分

域内

域外

堀金地域内と豊科共通エリアへの
移動にご利用できます

 

図．堀金地域の移動イメージ 

 

 

穂高

堀金
豊科

穂高へ

潮沢定時定路線兼スクールバス運行
明科駅発16:52 17:44 18:55

15：0015：00

16：0016：00

14：0014：00

11：0011：00

帰り行き

12：0012：00

10：0010：00

9：009：00

8：008：00

共通エリア行き

明科地域のデマンド運行イメージ（移動動線）

右記時刻表を参照他地域の
時刻表を参照

＋
乗換

三郷

明科

料金： １乗車分 １乗車分

域外

域外

域内

明科地域内と豊科共通エリア、
穂高共通エリアへの移動に
ご利用できます

 

図．明科地域の移動イメージ 
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■共通乗合エリア

豊科共通乗合エリア

豊科共通乗合エリアは、東西につ
いて堀金との域界から西側で豊科
IC付近までを、南北は三郷との域

界から北側で県道「豊科・大天井岳
線」までの一帯を設定

受付センター

 

図．豊科共通乗合エリア 

 

 

穂高共通乗合エリア

穂高共通乗合エリアは、東西につ
いては明科・豊科との域界から｢拾
ケ堰｣までの一帯を、南北では｢穂
高川｣から南でJR「柏矢町駅」より

北側に設定

 

図．穂高共通乗合エリア 
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② 安曇野市新公共交通システム「あづみん」（基本ルートを設定した区域運行）の運行 

 ■基本ルートイメージ 

路線

停留所
JR田沢駅JR豊科駅

駐車場

基本ルート
駐車場⇔JR豊科駅⇔JR田沢駅

朝 (4便2往復)
駐車場⇔JR豊科駅⇔JR田沢駅

夕 (4便2往復)

田沢駅～豊科駅間基本ルート (基本ルートを設定した区域運行)

※停留所

専用駐車場 安曇野市役所前
豊科駅前 安曇野赤十字病院前
スワンガーデン前 豊科インター東
田沢駅前

 

図．田沢駅～豊科駅間基本ルートイメージ 

基本ルート
駐車場⇔JR穂高駅⇔JR明科駅

朝 (4便2往復)
駐車場⇔JR穂高駅⇔JR明科駅

夕 (4便2往復)

穂高駅～明科駅間基本ルート (基本ルートを設定した区域運行)

JR明科駅

JR穂高駅

駐車場

路線

停留所

※停留所

専用駐車場 穂高駅前 穂高病院前
髙橋節郎記念美術館口
押野 塔ノ原 明科駅前

 

図．穂高駅～明科駅間基本ルートイメージ 
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（２） 実施主体 

      予約管理主体：安曇野市社会福祉協議会 

運行主体：南安タクシー(有)  安曇観光タクシー（株） 明科第一交通(有) 

（株）バイタル 

（３） 計画期間 

  平成２０年度～平成２９年度（特に平成 20 年度から平成 22 年度までの 3 年間、利

用を定着させ、改善改良を加えるための実証運行を行います） 

 

２．既存公共交通の利用促進 

（１） 事業の概要 

関係者の連携を図りながら、既存公共交通の利用を促進し、安曇野市新公共交通システ

ム｢あづみん｣との連携や、必要な整備をすすめます。事業の詳細は第 6 節の１参照。 

（２） 実施主体：調整中 

（３） 計画期間：平成２０年度～平成２９年度 

 

 

３．観光周遊バス等を利用した市内観光の活性化策の実施 

（１）事業の概要 

   既存で運行する観光周遊バスを当面継続して運行しながら利用を促進し、安曇野市新公

共交通システム｢あづみん｣との連携や、路線強化も含め検討を続けます。 

（２）実施主体：安曇野市観光協会・松本電気鉄道（株） 

（３）計画期間：平成２０年度～平成２９年度 

 

 

４．安曇野市を訪れる観光客や市民の移動手段としてのパークアンドライド整備 

（１）事業の概要 

   安曇野市を訪れる観光客や市民のための移動手段としてパークアンドライドの整備を行

います。 

（２） 事業主体：未定 

（３） 計画期間：平成２０年度～平成２９年度 

 

 

５．安曇野市の観光振興に寄与する地域公共交通の活性化 

（１）事業の概要 

    観光振興施策や、観光施設等との連携による公共交通サービスの情報提供を行い、観光振

興に寄与する地域公共交通の活性化を目指します。 

（２）事業主体：未定 

（３）計画期間：平成２０年度～平成２９年度 
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６．山岳観光促進のための駐車場などの整備 

（１）事業の概要：山岳観光促進のための駐車場などの整備を行います。 

（２）事業の主体：未定 

（３）計画期間：平成２０年度～平成２９年度 

 

７．脱石油型の交通システムの構築 

（１）事業の概要：自然エネルギー、バイオマスエネルギーを活用した交通手段について検討し、

バイオデｲーゼル燃料の活用などを推進します。 

（２）事業主体：未定 

（３）計画期間：平成２０年度～平成２９年度 

 

 

 

第５節 計画期間 

 

安曇野市地域公共交通総合連携計画の期間は平成 20 年度から平成 29 年度の 10 年間とする。 

 

 

第６節 安曇野市総合連携計画の実施に関し必要と認める事項 

１． 利用の促進 

（１） 市からの PR 活動 

市広報などを活用し、住民の利用啓発、環境保全意識向上などを図ります。 

 

     図．広報あづみの 39 号（平成１９年 6 月 20 日発行） 
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（２） 協働による関連組織からの PR 活動 

予約管理主体である社会福祉協議会における、来訪者への説明会の実施や、安曇野市

商工会等との連携、利用者からの口コミ PR など、未利用者に向けた PR 活動を実施し

ます。 

 

 

        図．あづみん 11 号※ （平成１９年 8 月 23 日発行)※安曇野市社会福祉協議会 広報 
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（３） 事業者、インターネットなどを通じた観光客への PR 活動 

観光客向けの PR 活動として、安曇野市外の利用者に向けた PR 方法についても、よ

り有効で、効率的な方法を検討し、利用促進を図ります。 

 

     図．安曇野市 ホームページ 

 

 

 

（４） 「地域公共交通の活性化・再生に関する」シンポジウムの開催 

平成１９年１１月１５日に国土交通省北陸信越運輸局主催、長野県及び安曇野市協力

により「地域公共交通の活性化・再生に関する」シンポジウムが安曇野市で開催されま

した。 

シンポジウムは、全国から関係者約２５０人が集まり盛大に開催され、公共交通施策

に対する感心の高さを示すものとなりました。 

今後もこのようなイベントを通じて幅広く PR することにより利用促進を図ります。 
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    図．シンポジウム開催模様         図．信濃毎日新聞記事 平成 19 年 11 月 16 日 

 

 

      図．「地域公共交通の活性化・再生に関する」シンポジウム案内 
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２．サービスレベルの向上 

（１） 既存公共交通等の利用促進のための見直し作業 

既存公共交通の利用促進や、新公共交通システム「あづみん」等のサービス提供におい

ては、利用者の意向、感想を重要視し、安曇野市地域公共交通協議会や運行委員会にお

いて施策の検討と改善を行います。 

また、既存交通事業者などと連携しより広域な移動に関しても、利便性の向上を図りま

す。 

 

（２） 未利用者や、公共交通を使わない要因の分析と対処方法の実施 

アンケート等により、現在利用されない要因、利用促進につながらない要因の分析を行

い、阻害要因の排除や、課題解決を行います。 

 

３．協議体制と連携強化 

（１） 協議体制の継続 

平成 18 年から発足した「長野県安曇野市地域における公共交通システム構築のための

協議会」を、安曇野市地域公共交通協議会幹事会として継続し、安曇野市地域公共交通

総合連携計画の推進を図ります。 

 

（２）新公共交通システム「あづみん」の事業運営に関しては、安曇野市社会福祉協議会が開催

する運行委員会を検討の場とし、安曇野市地域公共交通協議会と連携するとともに、安曇

野市商工会をはじめ関係機関と連携強化を図ります。 

 

 

 




